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か。多様性や公正性を表す DEI について解説するとと
もに、今後の企業運営に影響していくかを考察します。 
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インスタグラム、X などの SNS による求人募集が一般
化する中、SNS 求人の注意点について厚生労働省が公
表した注意喚起資料について解説します。 
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超高齢化が進展する中、年金制度の見直しが急がれま
すが、現時点でどのような改正が政府で検討されてい
るかを解説します。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
話題のビジネス書をナナメ読み 
04｜ビジネスの結果が変わる N1 分析 

（日本実業出版社） 
従来のマーケティングは顧客を統計データとして捉え
がちで、コストの割に効果が出ない状況は少なくありま
せん。本書では、たった 1 人の顧客に注目する「N1 分
析」を紹介し、顧客の本質的なニーズを浮き彫りにする
方法を紹介しています。 
N1 分析とは、大多数の統計データではなく、実在する
一人の顧客に徹底的に目を向ける手法です。その顧客の
購買動機や使用シーン、心理変化を時系列で追い、企業
が提供すべき価値を見極めます。こうした深掘りにより
「なぜその人がその商品を選ぶのか」を具体的に把握し
やすい点が特徴です。 
N1 分析がもたらすインパクトは、多くの企業の成功事
例によって証明されています。例えばビールメーカーが
「生ビールを缶で味わう」という一見無謀にも思える発
想を形にできたのは、ある顧客の生の声と行動パターン
を深堀りした結果でした。その顧客が抱く「家でも生ビ
ールのような体験を楽しみたい」という願いに着目し、
既成概念を打ち破る商品開発に踏み切ったのです。 
今後、N1 分析は AI やビッグデータ解析とも連携し、よ
り高度な顧客理解につながると期待されます。一人ひと
りの声に向き合う N1 分析は、マーケティングだけでな
く、あらゆる企業活動の指針となるでしょう。 
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はじめに 
近年、企業経営にいて DEI（Diversity, Equity, Inclusion）
という考え方が注目されています。グローバル化や社会
的価値観の変化により、多様性の重要さが叫ばれている
一方で、多様性を意識するあまり合理性や生産性が犠牲
になっているという批判も起きています。以下、DEI に
ついて解説するとともに、今後企業運営にどのように影
響していくかを考察します。 
 
DEI の定義 
DEI とは、多様性（Diversity）、公平性（Equity）、包括
性（Inclusion）の 3 つの要素を指します。 
 
「多様性」とは、性別、年齢、国籍、文化、能力などの
違いを認めること、「公平性」は、それぞれの人が平等な
機会を得られるよう、その違いに応じた配慮を行うこと
を意味します。そして「包括性」は、多様な人々が互い
に尊重し合える環境を作ることとされています。 
 
DEI のメリット 
(1) 多様性による競争優位性 
多様なバックグラウンドを持つ従業員が集まることで、
多角的な視点や新たな発想が生まれやすくなります。異
なる経験や考え方が組織の問題解決能力を向上させ、イ
ノベーションを加速させます。 
 
たとえば、ジェンダーや国籍、文化の異なるチームが、
より幅広い市場ニーズに対応する商品やサービスを開
発できる可能性があります。 
 
(2) 社会的責任とブランド価値の向上 
DEI を推進する企業は、消費者や投資家から支持を得や
すくなります。現在、社会全体が企業の倫理性に注目し
ており、DEI は企業ブランドの信頼性を高める要因とな
っています。特に若年層の消費者は、倫理的な企業活動

を重要視しており、DEI に積極的な企業を選ぶ傾向があ
ります。 
 
(3) 従業員満足度とエンゲージメントの向上 
公平で包括的な職場環境は、従業員のモチベーションや
生産性を向上させます。心理的安全性を重視した職場で
は、従業員が自由に意見を表明しやすく、仕事への満足
度が高まると期待されます。また、離職率の低下にもつ
ながり、優秀な人材の確保と定着が可能になります。 
 
DEI の課題と今後 
 米大統領選挙で勝利したトランプ氏はDEI の風潮に批
判的なことで有名です。実際、この DEI が過剰になった
結果、特定の団体のみを優遇する新たな不公平を生んだ
り、企業経営上の合理性や生産性を犠牲にしたりしてい
るという批判が一部であるようです。 
 
また DEI は直接的な生産活動でないため、その取り組
み自体が形骸化するリスクもあります。例えば、DEI を
単なる数値目標（例︓女性管理職比率の達成）として捉
えるのではなく、企業ビジョンや経営目標に対する効果
を検証する姿勢が重要でしょう。 
 
なお、日本はもともと地理的、歴史的、文化的背景から、
多様性は高くない国といわれています。DEI 研修や教育
プログラムを通じて、まずは DEI に関する基礎的な知
識を学ぶところから始めてもよいでしょう。 
 
DEI は目的でなく手段 
DEI は、企業の健全な成長を支えるための手段であり、 
それ自体が目的化していくと本質を見失います。イデオ
ロギーにとらわれず、あくまで「経営目標の達成のため
に DEI をどのように改善する必要があるか︖」という
問いを念頭に置きながら対策していくことをお勧めし
ます。 
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はじめに 
SNS を活用した求人募集は、幅広い層にアプローチで
きる効果的な手段です。しかし、昨今のいわゆる「闇バ
イト問題」などの影響もあり、SNS 求人の安全性が一部
で不安視されています。この度厚生労働省から SNS 求
人に関する注意喚起資料が発表されたため、その内容を
解説します。 
 
募集情報提供時の注意点 
職業安定法では、SNS 広告等により、労働者の募集に関
する情報等（以下、「募集情報」といいます）を提供する
ときは、虚偽の表示または誤解を生じさせる表示をして
はならないとされています。 昨今、インターネット等
でいわゆる「闇バイト」と呼ばれる犯罪実行者の募集が
行われる事案が見られ、その中には、通常の募集情報と
誤解を生じさせるような広告等も見受けられます。  
 
厚生労働省の資料によると、前述した誤解が生じないよ
う、募集情報を提供する際には①会社名②住所③連絡先
④業務内容⑤就業場所⑥賃金（以後「6 情報」という）
を記載することが必要とされました。 
 
連絡先の設定 
企業の連絡先については、信用度を高めるため SNS の
ダイレクトメール以外に、「会社代表電話番号、 メール
アドレスまたは、自社ウェブサイト上に備え付けられた
専用の問い合せフォームへのリンク」のいずれかを記載
する必要があるとされています。 
 
自社サイトのリンクだけでよいか 
SNS 広告を利用して求人をする場合、広告原稿に自社
求人サイト等のリンクを掲載するのみでは足りないと
されています。誤解を招く可能性があるため、募集情報
を提供する広告等自体に 6 情報を記載しましょう。  
 

賃金に関する表記 
業務内容、就業場所及び賃金については、誤解を与えな
い記載をする必要があります。 例えば賃金について、
「応相談」だけでなく具体的金額を記載しましょう。た
だし、「時給 1500 円〜」などと金額を例示する形式に
ついては直ちに職業安定法違反とはならないと考えら
れます。  
 
差別や偏見のない表現の使用 
SNS で求人情報を発信する際、差別的な表現が含まれ
ていないか注意しましょう。男女雇用機会均等法や労働
基準法により、性別、年齢、国籍、信条、障害の有無な
どを理由とした差別的な表現は禁止されています。 
 
例えば、「若い人歓迎」「男性のみ応募可」などの文言は、
法的に問題視される可能性があります。これらに違反す
ると、求人者の社会的信用が損なわれるだけでなく、行
政指導や罰則の対象になることもあります。 
 
著作権や肖像権への配慮 
SNS で求人広告を掲載する際には、使用する画像や動
画の著作権や肖像権にも注意が必要です。画像やイラス
ト、動画が他者の著作権を侵害していないか注意しまし
ょう。また、自社のスタッフの写真や動画を使用する場
合、肖像権上の問題が生じる可能性があるため、事前に
個別の許可を得ましょう。 
 
SNS の規約違反と炎上リスク 
求人に使用している SNS の利用規約にも注意が必要で
す。規約に違反する方法で広告を掲載した場合、アカウ
ントの停止や法的措置を受ける可能性があります。 
また、SNS 求人はその特性上炎上した際に拡散しやす
い点も気をつけましょう。過激な表現になっていないか、
客観的にフィードバックをもらうとよいでしょう。 

SNS での求人募集の際に 

気をつけること 

インスタグラム、X などの SNS による求人
募集が一般化する中、SNS求人の注意点につ
いて厚生労働省が公表した注意喚起資料に
ついて解説します。 
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はじめに 
年金制度改正の基本的な考え方として「働き方に対する
中立性」「ライフスタイルなどの多様化を反映」「高齢期
の財政基盤の安定、所得保障・再分配機能の強化」が掲
げられ、厚労省で議論されています。以下、現時点で入
手できる情報を項目別に紹介、解説します。 
 
適用拡大 
年金制度の公平性を強化するために適用拡大が引き続
き議論されています。適用拡大の方向性は 2 軸あり、一
つは企業規模・業種要件の撤廃、もう一つは賃金要件の
撤廃です。 
 

適用拡大の案 変化 
企 業 規 模 要 件 の 撤 廃
（2027 年 10 月予定） 

50 人以下の中小零細企
業もパート社保加入 

非適用業種への拡大 
（時期未定） 

農林業・漁業、法定 17 業
種以外の個人事業もパー
ト社保加入 

年収106万円要件の撤廃 
（時期未定） 

パート社保加入の際収入
の要件がなくなる 

 
第 3 号被保険者制度の見直し 
現行の第 3 号被保険者制度は、配偶者の扶養に入ること
で年金保険料を免除される仕組みですが、今後は働き方
に中立的な制度設計を目指し、第 3 号被保険者制度の見
直しや扶養範囲の再定義が検討されています。 
 
今のところ、「制度そのものの廃止」「年収基準の調整」
などが検討されています。しかし、社会保障という性質
上「受給する年金に応じた保険料を主婦等も払うべき
（応益負担）的な考え方）」が相応しくない場面※も想
定できるため改正には慎重な方向のようです。 
※育児中、介護中の主婦など、働く時間の確保が難しい場合他 

 

在職老齢年金制度の見直し 
高齢労働者の年金をカットする在職老齢年金制度に関
する改正は以下のように検討されています。 
 
・ 基準額の変更︓現在の支給停止基準額(50 万円）を段

階的に引き上げる案。現行の 50 万円から 62 万円ま
たは 71 万円まで引き上げる試算がされています。 

・ 制度の撤廃︓在職老齢年金制度自体を廃止し、年金支
給停止を完全に解消する可能性も議論されています。
時期として、2027 年度からの実施が検討されていま
す。 

 
国民年金拠出期間の延長 
現行の 40 年（20 歳〜59 歳）の拠出期間を 45 年（20
歳〜64 歳）に延長する案が検討されています。拠出期
間を 5 年間延長した分の保険料に応じて基礎年金が年
間約 10 万円増額される試算がされています。 
 
改正の試算では、2031 年度に 60 歳を迎える人から拠
出期間を段階的に延長（2 年ごとに 1 年ずつ）していく
案が示されています。 
 
標準報酬月額の上限見直し 
現行の厚生年金保険における報酬月額の上限（65 万円）
を 75 万円や 98 万円まで引き上げる案が検討されてい
ます。試算では 2027 年度からの実施が想定されていま
す。特に高所得者にとって負担が増える見直しとなるた
め、企業や労働者への影響を段階的に評価しつつ見直し
が話し合われるようです。 
 
その他 
マクロ経済スライド（経済状況に年金額を連動させる仕
組み）の見直し、高齢期前の遺族年金の見直し、子育て
世代への年金加算などが検討されています。

今後の年金制度改正
の方向性 

超高齢化社会が進展する中、年金制度の見直
しが急がれますが、現時点でどのような改正
が政府で検討されているかを解説します。 


